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第１  広域避難計画の策定 

 

１ ．策定の趣旨 

 
本計画は、防災基本計画（原子力災害対策編）に基づき、あらかじめ避難計画を

策定することとされている市町村の取組を支援するため、茨城県地域防災計画（原

子力災害対策計画編）に基づき、広域的な避難先や避難経路、避難者の輸送手段な

ど必要な事項を定めるものである。 

 

２ ．計画策定に当たっての基本的な考え方 

 

(1) 避難先及び避難経路等 

 

本計画には、住民の避難が円滑に行われるよう、以下の考え方に基づき、あら

かじめ避難先及び避難経路等を定める。 

 

ア．避難先からの更なる避難を避けるため、避難先はＵＰＺの区域外とし、同一

地区の住民の避難先は同一地域に確保するよう努めるものとする。 

 

イ．一つの市町村の避難先が複数の市町村となる場合、その避難先は、一体的な

まとまりを確保するよう努めるものとする。 

 

ウ．避難経路は、避難する住民や車両等が錯綜しないように配慮して設定するよ

う努めるものとする。 

 

(2) 住民等の避難 

 

ＰＡＺを含む市町村は、放射性物質の放出前において全面緊急事態に至った場

合直ちに住民の避難を実施するものとし、ＵＰＺを含む市町村は、放射性物質の

放出後ＯＩＬ※１に基づき段階的に住民の避難を実施するものとする。 

 

※１ ＯＩＬ（Operational Intervention Level：運用上の介入レベル） 

空間放射線量率や環境試料中の放射性物質の濃度等の原則測定可能な値で表され

る基準 
 

(3) 要配慮者の避難 

 

要配慮者※２の避難等については、安全かつより迅速に行われるよう配慮するも

のとする。 

 

※２ 高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦、傷病者、入院患者等 

 

(4) 避難手段 

 

避難手段については、自家用車を基本とする。また、要配慮者や自家用車を持

たないあるいは使用しない住民等の避難手段については、公的機関が手配したバ

ス、福祉車両、自衛隊車両等を充てるほか、鉄道、フェリーなどあらゆる手段を

検討するものとする。 
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第２ 広域避難計画の基本的事項 

 

１ ．対象市町村 

 

 避難の対象となる市町村は、次のとおりとする。単位：人口（人）、世帯数（世帯） 

区 分 市 町 村 名 人 口 世帯数 対 象 地 区 

 
ＰＡＺ 

東 海 村 37，891 15，429 

石神 外宿一・二、内宿一・二、竹瓦 

村松 宿、照沼、川根、原子力機構箕輪 

白方 
白方、豊岡、岡、百塚、亀下、原子力機構百塚、豊

白、村松北 

真崎 真崎、舟石川三、原子力機構荒谷台 

中丸 
押延、須和間、舟石川中丸、原子力機構長堀、緑ヶ

丘、南台、フローレスタ須和間 

舟石川・船場 船場、舟石川一・二 

日 立 市 24，525 11，072 

坂下 

神田町、下土木内町、留町、大和田町、石名坂町１

・２丁目、茂宮町、南高野町１～３丁目、久慈町５

～７丁目 

久慈 
久慈町１～７丁目、みなと町、石名坂町１丁目、大

みか町６・７丁目、南高野町２・３丁目 

大みか 
大みか町１～６丁目、水木町２丁目、森山町４・５

丁目 

ひたちなか市 1，085 362 長砂 長砂 

那 珂 市 950 375 神崎 本米崎 

小   計 64，451 27，238  

 
ＵＰＺ 

日 立 市 149，982 66，840 

水木 
水木町１・２丁目、東大沼町４丁目、森山町１～５

丁目、大沼町１・３丁目、みかの原町１・２丁目 

塙山 
大久保町３・５丁目、大久保町旧番地、千石町４丁

目、金沢町１～３丁目、塙山町１・２丁目 

金沢 
金沢町３～７丁目、大沼町２～４丁目、森山町旧番

地、台原町１～３丁目、みかの原町１丁目 

大沼 
東大沼町１～３丁目、東金沢町１～５丁目、金沢町

１丁目、大沼町１丁目 

河原子 河原子町１～４丁目、東多賀町１～５丁目 

大久保 

大久保町１・２・４丁目、大久保町旧番地、多賀町

１～５丁目、桜川町１～４丁目、末広町２～５丁目

、千石町１～３丁目、中丸町１・２丁目 

油縄子 
鮎川町１～６丁目、国分町１～３丁目、諏訪町１丁

目、多賀町４・５丁目、桜川町３丁目 

諏訪 
諏訪町１～６丁目、諏訪町旧番地、鮎川町６丁目、

西成沢町３丁目、桜川町４丁目、末広町４丁目 

成沢 
鮎川町５・６丁目、東成沢町３丁目、中成沢町１～

４丁目、西成沢町１～４丁目、成沢町旧番地 

会瀬 会瀬町１～４丁目、旭町３丁目、幸町３丁目、相賀
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町、東成沢町１～３丁目、中成沢町１丁目 

助川 

弁天町１～３丁目、鹿島町１～３丁目、城南町１～

５丁目、神峰町１・２丁目、助川町１～５丁目、助

川町旧番地、会瀬町３・４丁目、高鈴町１・２・５

丁目 

中小路 

旭町１・２丁目、幸町１・２丁目、平和町１・２丁

目、東町１・３丁目、弁天町１丁目、若葉町１～３

丁目、神峰町１～３丁目、鹿島町１丁目、宮田町２

丁目 

滑川 

本宮町４丁目、滑川町１～３丁目、滑川町旧番地、

東滑川町２～５丁目、滑川本町１～５丁目、田尻町

２丁目、かみあい町１～３丁目 

宮田 

若葉町３丁目、神峰町３・４丁目、本宮町１～５丁

目、東町１～４丁目、滑川町１～３丁目、東滑川町

１・２丁目、宮田町３・５丁目 

仲町 
宮田町１～５丁目、宮田町旧番地、高鈴町３～５丁

目、白銀町２・３丁目、入四間町 

田尻 田尻町１～７丁目、相田町１～３丁目 

日高 
小木津町１～５丁目、小木津町旧番地、日高町１～５

丁目 

豊浦 
川尻町１～７丁目、川尻町旧番地、砂沢町、折笠町１

丁目、折笠町旧番地 

中里 下深荻町、中深荻町、東河内町、入四間町 

十王 

十王町伊師、十王町伊師本郷、十王町友部、十王町友

部東、十王町城の丘、十王町高原、十王町黒坂、十王

町山部 

ひたちなか市 154，731 66，366 

中根小学区 中根、富士山、東中根団地 

勝倉小学区 勝倉、金上、大平 

三反田小学区 三反田 

枝川小学区 枝川 

東石川小学区 
勝田駅前南、青葉・石川、共栄町、元町、東石川一

丁目、東大島、東石川、勝田中央 

市毛小学区 津田第一、津田西山、市毛北、市毛南 

前渡小学区 馬渡、弥生西谷津、本郷台、足崎、向野、西原 

佐野小学区 佐和、稲田、上高場、佐和駅前、柏野、さわ野杜 

堀口小学区 武田、堀口、勝田本町 

田彦小学区 田彦東、田彦西、堂端、西大島、大島公園西 

津田小学区 津田第二、津田第三、津田東 

長堀小学区 大成町、西中根、長松、笹野、薬師台 

外野小学区 外野、六ツ野、はしかべ、高場南 

那珂湊第一 

小学区 

幸町、相金、小川、湊泉町、釈迦町、湊本町、田中町

、関戸町、柳が丘、柳沢美田多、龍之口町、湊中央 

那珂湊第二 和田町、七町目、牛久保町、殿山町 
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小学区 

那珂湊第三 

小学区 
神敷台、部田野小谷金、十三奉行 

旧平磯小学区 平磯、平磯清水町 

旧磯崎小学区 磯崎 

旧阿字ヶ浦 

小学区 
阿字ヶ浦 

那 珂 市 52，552 20，556 

神崎 向山、横堀、堤、杉 

額田 額田東郷、額田南郷、額田北郷 

菅谷 菅谷、福田、竹ノ内１～４丁目 

五台 後台、中台、東木倉、西木倉、豊喰、津田 

戸多 戸、田崎、大内、下江戸 

芳野 飯田、鴻巣、戸崎 

木崎 鹿島、門部、北酒出、南酒出 

瓜連 静、下大賀、瓜連、中里、古徳、鹿島、平野 

水 戸 市 270，685 122，598 

三の丸 

泉町１丁目、大町１～３丁目、北見町、柵町１・２

丁目、桜川１・２丁目、三の丸１～３丁目、水府町

、根本１丁目、梅香１・２丁目、南町１～３丁目、

宮町１～３丁目 

五軒 

泉町１～３丁目、大町３丁目、金町１～３丁目、五

軒町１～３丁目、栄町１・２丁目、大工町１丁目、

ちとせ１丁目、天王町、常磐町、常磐町１・２丁目

、根本１～４丁目、梅香１・２丁目、八幡町、備前

町、南町３丁目 

新荘 

栄町１・２丁目、新荘１～３丁目、末広町１～３丁

目、大工町１～３丁目、天王町、常磐町１・２丁目

、八幡町、東原１丁目、松本町、緑町１・２丁目、

元山町１・２丁目 

城東 

柵町２・３丁目、城東１～５丁目、浜田２丁目、東

桜川、東台１・２丁目、本町３丁目、若宮町、若宮

１・２丁目 

浜田 

朝日町、瓦谷、紺屋町、酒門町、渋井町、白梅２～

４丁目、城南２・３丁目、浜田町、浜田１・２丁目

、東台１丁目、東桜川、藤柄町、本町１～３丁目、

宮内町、元台町、元吉田町、谷田町、柳町１・２丁

目、吉田 

常磐 

曙町、愛宕町、上水戸１～４丁目、自由が丘、末広

町３丁目、大工町３丁目、ちとせ１・２丁目、西原

１～３丁目、袴塚１・２丁目、東原１～３丁目、文

京１丁目、松が丘１・２丁目、松本町、緑町２・３

丁目 

緑岡 小吹町、千波町、見川町 

寿 笠原町、東野町、平須町 
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上大野 圷大野、中大野、西大野、東大野、吉沼町 

柳河 青柳町、上河内町、中河内町、柳河町 

渡里 
田野町、ちとせ２丁目、文京１・２丁目、堀町、渡

里町 

吉田 住吉町、元吉田町、吉沢町 

酒門 けやき台１～３丁目、酒門町、元石川町、元吉田町 

石川 
赤塚１・２丁目、石川町、石川１～４丁目、東赤塚

、堀町 

飯富 
飯富町、岩根町、成沢町、藤井町、藤が原１～３丁

目 

国田 上国井町、下国井町、田谷町 

河和田 萱場町、河和田町、河和田１丁目 

上中妻 飯島町、大塚町、加倉井町、金谷町 

見川 見川１～５丁目 

千波 
城南１丁目、白梅１・２丁目、千波町、中央１・２

丁目、元吉田町、米沢町 

梅が丘 姫子１・２丁目、見和１～３丁目 

双葉台 
木葉下町、中丸町、開江町、双葉台１～５丁目、全

隈町、谷津町 

笠原 笠原町、東野町 

赤塚 河和田２・３丁目 

吉沢 
酒門町、住吉町、東野町、元吉田町、吉沢町、米沢

町 

堀原 石川１丁目、新原１・２丁目、袴塚３丁目、堀町 

下大野 
大串町、川又町、小泉町、塩崎町、下大野町、平戸

町 

稲荷第一 大串町、島田町、東前町、東前１～３丁目 

稲荷第二 栗崎町、東前町、百合が丘町、六反田町 

大場 秋成町、大場町、下入野町、元石川町、森戸町 

鯉淵 下野町、高田町、鯉淵町、小林町、五平町 

妻里 

有賀町、赤尾関町、牛伏町、大足町、小原町、黒磯

町、杉崎町、田島町、筑地町、中原町、三湯町、三

野輪町 

内原 
赤尾関町、内原町、内原町１・２丁目、鯉淵町、小

林町、筑地町、中原町、三湯町 

常陸太田市 48，602 19，243 

太田 

宮本町、内堀町、中城町、栄町、東一町、塙町、金

井町、東二町、東三町、木崎一町、木崎二町、山下

町、西三町、西二町、西一町、寿町 

機初 幡町、三才町、西宮町、田渡町、長谷町、高貫町 

西小沢 
岡田町、小沢町、内田町、落合町、堅磐町、上土木

内町、沢目町 

幸久 上河合町、下河合町、藤田町、粟原町、島町 

佐竹 磯部町、谷河原町、天神林町、稲木町 
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誉田 
馬場町、新宿町、増井町、下大門町、上大門町、瑞

龍町 

佐都 里野宮町、白羽町、茅根町、常福地町、春友町 

世矢 小目町、亀作町、真弓町、大森町 

河内 町屋町、西河内下町、西河内中町、西河内上町 

久米 久米町、薬谷町、大里町、大平町、玉造町、芦間町 

郡戸 花房町、新地町、松栄町、中野町、小島町 

金郷 
高柿町、大方町、竹合町、箕町、下利員町、中利員

町、千寿町、岩手町、宮の郷町 

金砂 上利員町、下宮河内町、赤土町、上宮河内町 

山田 松平町、和田町、東連地町、棚谷町、国安町 

染和田 
和久町、町田町、西染町、中染町、東染町、河内西

町 

天下野 天下野町 

高倉 下高倉町、上高倉町 

小里 里川町、徳田町、小妻町、小中町、大中町 

賀美 折橋町、小菅町、大菅町、上深荻町 

高 萩 市 26，819 11，241 

中戸川 中戸川 

大能 大能 

福平 福平 

駅東 肥前町、東本町、有明町、高戸（常磐線より東） 

高浜 高浜町 

高萩 高萩 

駅西南 石滝、本町、大和町、春日町、安良川 

駅西北 高戸（常磐線より西） 

下手綱 下手綱 

上手綱 上手綱 

秋山島名 秋山、島名 

笠 間 市 35，483 14，350 

旧東中 大橋、池野辺、福田 

かさまこども園 

（旧佐城小） 
飯田、石寺、大渕 

宍戸小 平町、大田町 

友部小 南友部、鴻巣、鯉淵、五平、美原１～４丁目 

友部二中 旭町、随分附、柏井 

北川根小 湯崎、住吉、仁古田、長兎路、安居 

大原小 下市原、中市原、上市原、小原 

友部中 
友部駅前、八雲１丁目、中央１・２丁目、東平１～

４丁目 

常陸大宮市 34，672 13，879 

上野小 泉、根本、上岩瀬、下岩瀬、宇留野 

村田小 下村田、石沢、上村田 

旧小場小 小場 

旧大場小 小野、三美 
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大宮北小 八田、東野、北塩子、西塩子、照田 

大宮西小 田子内町、野中町、袖ケ台町、若林 

大宮小 
姥賀町、東富町、高渡町、北町、上町、下町、南町

、中富町、栄町 

旧世喜小 辰ノ口、塩原、小倉、富岡 

大賀小 岩崎、上大賀、小祝、鷹巣 

山方南小 照山、小貫、野上、長沢、長田、照田 

御前山小 門井、野口平、野口、金井 

旧伊勢畑小 下伊勢畑 

緒川小 国長、那賀、小瀬沢、上小瀬、小玉、下小瀬 

山方小 山方、西野内、諸沢、北富田 

旧家和楽 

青少年の家 
舟生、家和楽、盛金 

旧檜沢小 下檜沢、氷之沢 

鉾 田 市 13，819 5，371 

旭東 
上釜、沢尻、荒地、造谷第三、三和、子生、子生第

二、玉田、野田 

旭南 
常磐第一、常磐第二、勝下新田、冷水、西勝下、勝

下、樅山 

旭北 
箕輪東、箕輪西、下太田、上太田、田崎、和岡、大

神 

旭西 下鹿田、上鹿田、大沼、飯田、造谷第一、造谷第二 

大和田 大川、菅野谷 

徳宿 東野、大戸 

舟木 舟木 

茨 城 町 31，401 11，758 

川根 
南川又、南栗崎、野曽、駒渡、蕎麦原、越安、奥谷

、下土師、下飯沼、上飯沼、飯沼、木部 

大戸 近藤、桜の郷、常井、馬渡、大戸 

長岡 前田、小鶴、谷田部、長岡、長岡（矢頭） 

石崎 上石崎、若宮、中石崎、下石崎 

沼前 網掛、宮ケ崎、駒場、神宿、海老沢、城之内、小堤 

上野合 
神谷、南島田、鳥羽田、秋葉、上雨ケ谷、下雨ケ谷

、生井沢、小幡、下座 

大 洗 町 15，715 6，596 

磯浜 

明神町、東光台、汐見ケ丘、一丁目、二丁目、仲町

、金沢町、通町、港中央、新町、磯道、五反田、松

ヶ丘、二葉、二葉緑、祝町、永町、髭釜町 

大貫 

桜道、寺釜、舟渡、蔵前、上宿、中宿、北清水、富

士見台、南清水、東北大寮、角一、ひぬま苑、前原

、山場平、原子力機構夏海寮 

神山・成田 

神山、川口、荒谷、浜欠、古宿、上宿、中宿、下宿

、矢場、ゆーもあ村、干拓、松川報国、松川第一、

松川中部、松川共励、松川第二、大谷川、成田町 

城 里 町 17，515 6，718 
石塚 石塚、那珂西、上泉 

小松 増井、磯野、上入野 
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西郷 上青山、下青山、春園、小坂、勝見沢 

古内 上古内、下古内 

圷 上圷、下圷、粟 

北方 北方、高久 

岩船 錫高野、孫根、岩船、高根台 

沢山 高根、阿波山、下阿野沢、上阿野沢、御前山 

小勝・大真 小勝、大網 

塩子 塩子 

大 子 町 83 38 
盛金 盛金 

北富田 北富田 

小   計 852，059 365，554  

合   計 916，510 392，792  

※ 人口・世帯数は令和２年国勢調査に基づく 
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２ ．避難先 
各市町村の避難先は、次のとおりとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市 町 村 名 避  難  先 

東 海 村 取手市、守谷市、つくばみらい市 

日 立 市 
福島県福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、須賀川市、喜多方市、二本松市、田村市、

伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、磐梯町、猪苗代町、三春町、小野町 

ひたちなか市 

土浦市、石岡市、龍ケ崎市、牛久市、鹿嶋市、稲敷市、かすみがうら市、神栖市、行方市、

小美玉市、美浦村、阿見町、河内町、利根町、千葉県成田市、佐倉市、四街道市、八街市、

印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、神崎町 

那 珂 市 筑西市、桜川市 

水 戸 市 

古河市、結城市、下妻市、常総市、つくば市、坂東市、八千代町、五霞町、境町、栃木県

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、野木町、群馬県前橋市、高崎市、桐生市、

伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、邑楽町、埼玉県加須市、春日部市、羽生市、草加

市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、幸手市、吉川市、杉戸町、千葉県松戸市、野田市、

柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 

常陸太田市 

大子町、福島県白河市、鏡石町、天栄村、下郷町、会津坂下町、湯川村、会津美里町、西

郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田

村、浅川町、古殿町 

高 萩 市 高萩市、北茨城市、福島県いわき市 

笠 間 市 栃木県小山市、真岡市、下野市、上三川町、壬生町 

常陸大宮市 栃木県大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、那須町、那珂川町 

鉾 田 市 鉾田市、鹿嶋市 

茨 城 町 潮来市、神栖市 

大 洗 町 千葉県銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、多古町、東庄町 

城 里 町 栃木県益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町 

大 子 町 大子町 



避難元市町村 地区名 主な幹線道路 避難先市町村

石神（外宿一・二、内宿一・二、竹瓦） 国道６号→常磐道（東海スマートＩＣ）

村松（宿、照沼、川根、原子力機構箕輪） 国道２４５号 → 東水戸道路（ひたちなかＩＣ）→常磐道

白方（白方、豊岡、岡、百塚、亀下、原子力機構百塚、豊白、村松北） 常陸那珂港山方線→常磐道（東海スマートＩＣ）

真崎（真崎、舟石川三、原子力機構荒谷台） 国道２４５号 → 東水戸道路（ひたちなかＩＣ）→常磐道

中丸（押延、須和間、舟石川中丸、原子力機構長堀、緑ヶ丘、南台、フローレスタ須和間） 国道２４５号 → 東水戸道路（ひたちなかＩＣ）→常磐道

舟石川（船場、舟石川一・二） 常陸那珂港山方線→常磐道（東海スマートＩＣ）

坂下（留町） 国道２９３号→常磐道（日立南太田ＩＣ）

坂下（下土木内町、神田町） 国道６号→常磐道（日立南太田ＩＣ）

坂下（茂宮町、大和田町、大みか町６・７丁目） 国道６号→常磐道（日立南太田ＩＣ）

坂下（南高野町、石名坂町、久慈町５～７丁目） 国道２９３号→常磐道（日立南太田ＩＣ）

久慈（久慈町１～６丁目、みなと町、大みか町６丁目） 国道６号→常磐道（日立南太田ＩＣ）

大みか（大みか町１～７丁目） 国道６号→常磐道（日立南太田ＩＣ）

大みか（水木町２丁目） 国道６号→常磐道（日立南太田ＩＣ）

大みか（森山町４・５丁目） 国道６号→常磐道（日立中央ＩＣ）

水木（水木町１・２丁目、東大沼町４丁目） 国道２４５号→常磐道（日立北ＩＣ）

水木（森山町１～５丁目、大沼町１・３丁目、みかの原町１・２丁目） 国道６号→常磐道（日立中央ＩＣ）

塙山（大久保町３・５丁目、大久保町旧番地、千石町４丁目、金沢町１～３丁目、金沢町旧番地、塙山
町１・２丁目）

国道６号→常磐道（日立中央ＩＣ）

金沢（金沢町３～７丁目、金沢町旧番地、大沼町２～４丁目、森山町旧番地、台原町１～３丁目、みか
の原町１丁目）

国道６号→常磐道（日立中央ＩＣ）

大沼（東大沼町１～３丁目、東金沢町１～５丁目、金沢町１丁目、大沼町１丁目） 国道２４５号→常磐道（日立北ＩＣ）

河原子（河原子町１～４丁目、東多賀町１～５丁目） 国道２４５号→常磐道（日立北ＩＣ）

大久保（大久保町１、２、４丁目、大久保町旧番地、多賀町１～５丁目、桜川町１～４丁目、末広町２～
４丁目、千石町１～３丁目、中丸町１・２丁目、塙山町１丁目）

国道６号→常磐道（日立中央ＩＣ）

油縄子（鮎川町１～６丁目、国分町１～３丁目） 国道２４５号→常磐道（日立北ＩＣ）

油縄子（諏訪町１丁目、多賀町４・５丁目、桜川町３丁目） 国道６号→常磐道（日立中央ＩＣ）

諏訪（諏訪町１～６丁目、諏訪町旧番地、鮎川町６丁目、西成沢町３丁目、桜川町４丁目、末広町４丁
目）

国道６号→常磐道（日立中央ＩＣ）

成沢（鮎川町５・６丁目、東成沢町３丁目） 国道２４５号→常磐道（日立北ＩＣ）

成沢（中成沢町１～４丁目、西成沢町１～４丁目） 国道６号→常磐道（日立中央ＩＣ）

会瀬（会瀬町１～４丁目、旭町３丁目、幸町３丁目、相賀町、東成沢町１～３丁目） 国道２４５号→常磐道（日立北ＩＣ）

助川（弁天町１～３丁目、鹿島町１～３丁目、城南町１～５丁目、神峰町１・２丁目、助川町１～５丁目、
助川町旧番地）

国道６号→常磐道（日立中央ＩＣ）

助川（会瀬町３・４丁目） 国道２４５号→常磐道（日立北ＩＣ）

助川（高鈴町１・２・５丁目） 日立山方線→常磐道（日立中央ＩＣ）

中小路（旭町１・２丁目、幸町１・２丁目、平和町１・２丁目、東町１・３丁目） 国道２４５号→常磐道（日立北ＩＣ）

中小路（弁天町１丁目、若葉町１～３丁目、神峰町１～３丁目、鹿島町１丁目） 国道６号→常磐道（日立中央ＩＣ）

滑川（本宮町４丁目、滑川町１～３丁目、滑川町旧番地、東滑川町２～５丁目） 国道６号→常磐道（日立北ＩＣ）

滑川（滑川本町１～５丁目、田尻町２丁目、かみあい町１～３丁目） 日立いわき線→常磐道（日立北ＩＣ）

宮田（若葉町３丁目、神峰町３・４丁目） 国道６号→常磐道（日立中央ＩＣ）

宮田（本宮町１～５丁目、東町１～４丁目、滑川町１～３丁目、滑川町旧番地、東滑川町１・２丁目） 日立いわき線→常磐道（日立北ＩＣ）

仲町（宮田町１～５丁目、宮田町旧番地） 国道６号→常磐道（日立中央ＩＣ）

仲町（高鈴町３～５丁目、白銀町２・３丁目、入四間町） 日立山方線→常磐道（日立中央ＩＣ）

田尻（田尻町１～３丁目） 日立いわき線→常磐道（日立北ＩＣ）

田尻（田尻町４～７丁目、相田町１～３丁目） 国道６号→常磐道（日立北ＩＣ）

日高（小木津町１・２丁目、日高町１丁目） 日立いわき線→常磐道（日立北ＩＣ）

日高（小木津町３～５丁目、小木津町旧番地、日高町２～５丁目） 国道６号→常磐道（日立北ＩＣ）

豊浦（川尻町１～７丁目、川尻町旧番地） 国道６号→常磐道（高萩ＩＣ）

豊浦（砂沢町、折笠町１丁目、折笠町旧番地） 日立いわき線→常磐道（日立北ＩＣ）

中里（下深荻町、中深荻町、東河内町、入四間町） 日立山方線→国道３４９号

十王（十王町伊師） 国道６号→常磐道（高萩ＩＣ）

十王（十王町伊師本郷、十王町友部、十王町友部東、十王町城の丘） 日立いわき線→常磐道（高萩ＩＣ）

十王（十王町高原、十王町黒坂） 十王里美線→国道３４９号

十王（十王町山部） 日立いわき線→常磐道（高萩ＩＣ）

取手市、守谷市、つくばみらい市

避難するために活用する高速道路や国道などの主な幹線道路は、次のとおりとし、市町村は、この主な幹線道路を基
本に、避難元から避難先までの避難経路を定めるものとする。

東海村

日立市
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３．避難経路

福島県福島市、会津若松市、郡山市、いわき
市、須賀川市、喜多方市、二本松市、田村
市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉
村、磐梯町、猪苗代町、三春町、小野町



避難元市町村 地区名 主な幹線道路 避難先市町村

長砂（長砂） 国道２４５号→東水戸道路（ひたちなかＩＣ）→常磐道

中根（中根、後野１・２丁目、上野２丁目） 国道２４５号→国道５１号

勝倉（勝倉、金上、大平１～４丁目） 那珂湊那珂線→国道２４５号→国道５１号

三反田（三反田、金上） 国道２４５号→国道５１号→東水戸道路（水戸大洗ＩＣ）→常磐道

枝川（枝川） 水戸勝田那珂湊線→常磐道（水戸北スマートＩＣ）

東石川（東石川、中根、東大島１～４丁目、東石川１～３丁目、石川町、共栄町、元町、勝田中央、表
町、春日町、勝田泉町）

国道２４５号→国道５１号→東水戸道路（水戸大洗ＩＣ）→常磐道

市毛（市毛、津田） 水戸勝田那珂湊線→常磐道（水戸北スマートＩＣ）

前渡（馬渡、足崎、新光町、前浜） 国道２４５号→東水戸道路（ひたちなかＩＣ）→常磐道

佐野（佐和、稲田、高場、高野） バードライン→常磐道（那珂ＩＣ）

堀口（武田、勝田本町、堀口、勝田中原町） 水戸勝田那珂湊線→国道２４５号→国道５１号

高野（高野、高場、小貫山１・２丁目、足崎） 瓜連馬渡線→国道２４５号→東水戸道路（ひたちなかＩＣ）→常磐道

田彦（田彦、東石川、高場、市毛、堀口、西大島１～３丁目、堂端１・２丁目、西光地１～３丁目） 国道６号→北関東道（水戸南ＩＣ）→常磐道

津田（津田、西光地２丁目、津田東１～４丁目、市毛、田彦、後台） 水戸勝田那珂湊線→常磐道（水戸北スマートＩＣ）

長堀（大成町、青葉町、小砂町１丁目、中根、長堀町１～３丁目、松戸町１～３丁目、笹野町１～３丁
目）

水戸勝田那珂湊線→国道２４５号→国道５１号

外野（東石川、はしかべ１・２丁目、外野１・２丁目、中根、高場、足崎、西光地２丁目） 国道２４５号→東水戸道路（ひたちなかＩＣ）→常磐道

湊一（海門町１・２丁目、栄町１・２丁目、山ノ上町、釈迦町、湊中央町１・２丁目、湊本町、東本町） 国道２４５号→内原塩崎線→国道６号

湊一（湊泉町、洞下町、田中後、幸町、相金町、相金、八幡町、国神前、堀川、館山、宇津木下、四十
発句、曲目、西鶴子田、横堰、峰後、関戸、獅子前、柳沢、美田多町、柳が丘）

国道２４５号→内原塩崎線→水戸神栖線

湊二（東本町、富士ノ上、和田町１～３丁目、牛久保１・２丁目、殿山町１・２丁目、浅井内、ナメシ、沢メ
キ、湊中原、廻り目、狢谷津、船窪、富士ノ下、道メキ、和尚塚）

国道２４５号→国道５１号→東水戸道路（水戸大洗ＩＣ）→常磐道

湊三（鍛冶屋窪、西赤坂、田宮原、赤坂、南神敷台、北神敷台） 国道２４５号→国道５１号→東水戸道路（水戸大洗ＩＣ）→常磐道

湊三（小谷金、西十三奉行、烏ケ台、十三奉行、鶴代、部田野、新堤、雨沢谷津、山崎、新光町） 那珂湊大洗線→東水戸道路（ひたちなかＩＣ）→常磐道

平磯（平磯町、烏ケ台、平磯遠原町） 那珂湊大洗線→東水戸道路（ひたちなかＩＣ）→常磐道

磯崎（磯崎町） 常陸海浜公園線→常陸那珂道（ひたち海浜公園ＩＣ）→常磐道

阿字ヶ浦（阿字ヶ浦町、磯崎町、新光町） 常陸海浜公園線→常陸那珂道（ひたち海浜公園ＩＣ）→北関東道

神崎（本米崎） 常陸那珂港山方線→常磐道（東海スマートＩＣ）→北関東道

神崎（向山、横堀、堤、杉） 瓜連馬渡線→常磐道（那珂ＩＣ）→北関東道

額田（額田東郷、額田南郷、額田北郷） 瓜連馬渡線→常磐道（那珂ＩＣ）→北関東道

菅谷（菅谷、福田、竹ノ内１～４丁目） 常磐道（那珂ＩＣ）→北関東道

五台（後台、中台、東木倉、西木倉、豊喰、津田） 水戸勝田那珂湊線→常磐道（水戸北スマートＩＣ）→北関東道

戸多（戸、田崎、大内、下江戸） 日立笠間線→国道５０号

芳野（飯田、戸崎） バードライン→常磐道（那珂ＩＣ）→北関東道

芳野（鴻巣） 瓜連馬渡線→常磐道（那珂ＩＣ）→北関東道

木崎（鹿島、門部、北酒出、南酒出） 瓜連馬渡線→常磐道（那珂ＩＣ）→北関東道

瓜連（静、下大賀、瓜連、中里、古徳、鹿島、平野） 日立笠間線→国道５０号

那珂市

土浦市、石岡市、龍ケ崎市、牛久市、鹿嶋
市、稲敷市、かすみがうら市、神栖市、行方
市、小美玉市、美浦村、阿見町、河内町、利
根町、千葉県成田市、佐倉市、四街道市、八
街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、
栄町、神崎町
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ひたちなか市

筑西市、桜川市



避難元市町村 地区名 主な幹線道路 避難先市町村

三の丸（三の丸１～３丁目、宮町１～３丁目、南町１～３丁目、大町１～３丁目、北見町、泉町１丁目、
梅香１・２丁目）

国道５０号→常磐道（水戸IC）

三の丸（柵町１・２丁目、桜川１・２丁目） 国道５０号バイパス→常磐道（水戸ＩＣ）

三の丸（根本１丁目、水府町） 国道１２３号→常磐道（水戸北スマートIC)

五軒（大工町１丁目、金町１～３丁目、五軒町１～３丁目、栄町１・２丁目、備前町、天王町、常磐町１・
２丁目、八幡町、根本１～４丁目、ちとせ１丁目、南町３丁目、
泉町１～３丁目、大町３丁目、梅香１・２丁目）

国道１２３号→常磐道（水戸北スマートIC)

新荘（元山町１・２丁目、緑町１・２丁目、東原１丁目、大工町１～３丁目、常磐町１・２丁目、天王町） 国道５０号→常磐道（水戸IC）

新荘（松本町、八幡町、末広町１～３丁目、新荘１～３丁目、栄町１・２丁目） 国道１２３号→常磐道（水戸北スマートIC)

城東（城東１～５丁目、柵町２・３丁目、東台１・２丁目、東桜川、本町３丁目、若宮町、若宮１・２丁目、
浜田２丁目）

国道５１号→東水戸道路（水戸大洗IC）

浜田（柳町１・２丁目、東台１丁目、東桜川、本町１～３丁目、渋井町、谷田町、浜田１・２丁目、浜田
町）

国道５１号→東水戸道路（水戸大洗IC）

浜田（城南２・３丁目、白梅２～４丁目、瓦谷、紺屋町、朝日町、藤柄町、宮内町、吉田、元台町、酒門
町、元吉田町）

国道６号→北関東道（水戸南IC)

常磐（末広町３丁目、愛宕町、松本町、袴塚１・２丁目、ちとせ１・２丁目、文京１丁目） 国道１２３号→常磐道（水戸北スマートIC)→北関東道

常磐（上水戸１～４丁目、大工町３丁目、東原１～３丁目、西原１～３丁目、曙町、自由が丘、松が丘
１・２丁目、緑町２・３丁目）

国道５０号→常磐道（水戸IC）→北関東道

緑岡（千波町、小吹町、見川町） 玉里水戸線→北関東道（茨城町西IC)→常磐道

寿（平須町、笠原町、東野町） 北関東道（茨城町東IC)

上大野（吉沼町、東大野、西大野、圷大野、中大野） 国道５１号→東水戸道路（水戸大洗IC）→常磐道

柳河（中河内町、上河内町、青柳町、柳河町） 水戸勝田那珂湊線→常磐道（水戸北スマートIC)

渡里（渡里町、文京１・２丁目、ちとせ２丁目、堀町、田野町） 国道１２３号→常磐道（水戸北スマートIC)→北関東道

吉田（元吉田町、住吉町、吉沢町） 国道６号→北関東道（水戸南IC)

酒門（酒門町、元吉田町、元石川町、けやき台１～３丁目） 国道６号→北関東道（水戸南IC)→常磐道

石川（堀町、石川１～４丁目、赤塚１・２丁目、東赤塚、石川町） 国道５０号→常磐道（水戸IC）→北関東道

飯富（飯富町、岩根町、藤井町、成沢町、藤が原１～３丁目） 国道１２３号→常磐道（水戸北スマートIC)→北関東道

国田（田谷町、上国井町、下国井町） 国道１２３号→常磐道（水戸北スマートIC)→北関東道

河和田（河和田町、河和田１丁目、萱場町） 玉里水戸線→北関東道（茨城町西ＩＣ）→常磐道

上中妻（加倉井町、大塚町、金谷町、飯島町） 国道５０号→常磐道（水戸IC）→北関東道

見川（見川１～５丁目） 水戸岩間線→常磐道（友部スマートIC)

千波（千波町、元吉田町、米沢町、城南１丁目、中央１・２丁目、白梅１・２丁目） 北関東道（茨城町西IC)

梅が丘（見和１～３丁目、姫子１・２丁目） 水戸岩間線→常磐道（友部スマートIC）

双葉台（全隈町、谷津町、木葉下町） 国道５０号→北関東道（笠間西IC)

双葉台（双葉台１～５丁目、中丸町、開江町） 常磐道（水戸IC）→北関東道

笠原（東野町、笠原町） 長岡水戸線→北関東道（茨城町東IC)

赤塚（河和田２・３丁目） 水戸岩間線→常磐道（友部スマートIC）

吉沢（酒門町、元吉田町、住吉町、東野町、吉沢町、米沢町） 長岡水戸線→北関東道（茨城町東IC)

堀原（堀町、石川１丁目、新原１・２丁目） 国道５０号→常磐道（水戸IC）→北関東道

堀原（袴塚３丁目） 国道１２３号→常磐道（水戸北スマートIC)→北関東道

下大野（川又町、小泉町、塩崎町、下大野町、平戸町、大串町） 国道５１号→東水戸道路（水戸大洗IC)→常磐道

稲荷第一（大串町、島田町、東前１～３丁目、東前町） 国道５１号→東水戸道路（水戸大洗IC)→常磐道

稲荷第二（栗崎町、百合が丘町、六反田町、東前町） 国道５１号→東水戸道路（水戸大洗IC)→常磐道

大場（秋成町、大場町） 国道５１号→東水戸道路（水戸大洗IC)→常磐道

大場（元石川町、下入野町、森戸町） 国道６号→北関東道（水戸南IC）→常磐道

妻里（三湯町、中原町、杉崎町、小原町、大足町、有賀町、黒磯町、牛伏町、田島町、三野輪町、筑地
町、赤尾関町）

国道５０号

鯉渕（鯉淵町、小林町、五平町、高田町、下野町） 国道５０号

内原（鯉淵町、筑地町、赤尾関町、小林町、内原町、内原１・２丁目、三湯町、中原町） 国道５０号
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水戸市

古河市、結城市、下妻市、常総市、つくば市、
坂東市、八千代町、五霞町、境町、
栃木県宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、
鹿沼市、野木町、
群馬県前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、
太田市、館林市、みどり市、邑楽町、
埼玉県加須市、春日部市、羽生市、草加市、
越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、幸手市、
吉川市、杉戸町、
千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫
子市、鎌ケ谷市



避難元市町村 地区名 主な幹線道路 避難先市町村

太田（宮本町、内堀町、中城町、栄町、東一町、塙町、金井町、東二町、東三町、木崎一町、木崎二
町、山下町、西三町、西二町、西一町、寿町）

国道３４９号

機初（幡町、三才町、西宮町、田渡町、長谷町、高貫町） 国道３４９号

西小沢（岡田町、小沢町） 国道２９３号→国道３４９号

西小沢（内田町、落合町、堅磐町、上土木内町、沢目町） 下土木内常陸太田線→国道３４９号

幸久（上河合町、粟原町、島町） 和田上河合線→国道３４９号

幸久（下河合町） 国道３４９号→国道１１８号

幸久（藤田町） 日立笠間線→国道３４９号

佐竹（磯部町、谷河原町） 国道３４９号

佐竹（天神林町、稲木町） 日立笠間線→国道３４９号

誉田（馬場町、下大門町、上大門町、瑞龍町） 国道３４９号

誉田（新宿町、増井町） 常陸太田那須烏山線→国道３４９号

佐都（里野宮町、白羽町、茅根町、常福地町、春友町） 国道３４９号

世矢（小目町） 国道２９３号→国道３４９号

世矢（亀作町） 日立笠間線→国道３４９号

世矢（真弓町、大森町） 亀作石名坂線→国道３４９号

河内（町屋町、西河内下町、西河内中町、西河内上町） 国道３４９号

久米（久米町、薬谷町、大里町、大平町、玉造町、芦間町） 国道２９３号→国道１１８号

郡戸（花房町） 国道２９３号→国道１１８号

郡戸（新地町、松栄町、中野町、小島町） 常陸那珂港山方線→国道１１８号

金郷（高柿町、大方町、竹合町、箕町、下利員町、中利員町、千寿町、岩手町） 常陸那珂港山方線→国道１１８号

金郷（宮の郷町） 国道２９３号→国道１１８号

金砂（上利員町、下宮河内町、赤土町、上宮河内町） 常陸太田那須烏山線→国道１１８号

山田（松平町、和田町、東連地町、棚谷町、国安町） 常陸太田大子線→国道１１８号

染和田（和久町、町田町、西染町、中染町） 常陸太田大子線→国道１１８号

染和田（東染町、河内西町） 日立山方線→国道１１８号

天下野（天下野町） 常陸太田大子線→国道４６１号

高倉（下高倉町） 常陸太田大子線→国道１１８号

高倉（上高倉町） 国道４６１号→国道１１８号

小里（里川町） 北茨城大子線→国道３４９号

小里（徳田町、小妻町、小中町、大中町） 国道３４９号

賀美（折橋町、小菅町、大菅町、上深荻町） 国道３４９号

中戸川（中戸川） 国道４６１号→上君田大能線

大能（大能） 上君田大能線

福平（福平） 国道４６１号→上君田大能線

駅東（肥前町、東本町、有明町、高戸（常磐線より東）） 国道６号

高浜（高浜町） 国道６号

高萩（高萩） 高萩インター線→常磐道（高萩IC）

駅西南（石滝、本町、大和町、春日町、安良川） 高萩インター線→常磐道（高萩IC）

駅西北（高戸（常磐線より西）） 高萩インター線→常磐道（高萩IC）

下手綱（下手綱） 高萩インター線→常磐道（高萩IC）

上手綱（上手綱） 高萩インター線→常磐道（高萩IC）

秋山島名（秋山、島名） 高萩インター線→常磐道（高萩IC）

旧東中（大橋、池野辺、福田） 日立笠間線→国道５０号→北関東道（笠間西IC)

かさまこども園（旧佐城小）（飯田、石寺） 笠間緒川線→国道５０号→北関東道（笠間西IC)

かさまこども園（旧佐城小）（大渕） 国道５０号→北関東道（笠間西IC)

宍戸小（平町、太田町） 国道３５５号→北関東道（友部IC)

友部小（南友部、鴻巣、鯉渕、五平、美原１～４丁目） 北関東道（友部IC）

友部２中（旭町、随分附、柏井） 常磐道（友部スマートIC）→北関東道

北川根小（湯崎、住吉、仁古田、長兎路、安居） 常磐道（友部スマートIC）→北関東道

大原小（下市原、中市原、上市原、小原） 国道５０号→北関東道（笠間西IC)

友部中（友部駅前、八雲１丁目、中央１・２丁目、東平１～４丁目） 北関東道（友部IC）

大子町、福島県白河市、鏡石町、天栄村、下
郷町、会津坂下町、湯川村、会津美里町、西
郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢
祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田
村、浅川町、古殿町

笠間市
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高萩市

常陸太田市

栃木県小山市、真岡市、下野市、上三川町、
壬生町

高萩市、北茨城市、福島県いわき市



避難元市町村 地区名 主な幹線道路 避難先市町村

上野（泉、根本、上岩瀬、下岩瀬、宇留野） 国道１１８号→国道２９３号

村田（下村田、石沢、上村田） 国道１１８号→常陸大宮御前山線→国道１２３号

小場（小場） 長沢水戸線→国道１２３号

大場（小野、三美） 常陸大宮御前山線→国道１２３号

大宮北（八田、東野、北塩子、西塩子、照田） 国道２９３号→国道２９４号

大宮西（田子内町、野中町、若林、抽ヶ台町） 国道２９３号→国道２９４号

大宮（姥賀町、東富町、高渡町、北町、上町、下町、南町、中富町、栄町） 国道２９３号→国道２９４号

世喜（辰ノ口、塩原、小倉、富岡） ビーフライン→国道２９３号

大賀（岩崎、上大賀、小祝、鷹巣） 国道１１８号→国道４６１号

山方南（照山、小貫、野上、長沢、長田、照田） 国道１１８号→国道４６１号

御前山（門井、野口平、野口、金井） 国道１２３号→国道２９４号

伊勢畑（下伊勢畑） 国道１２３号→国道２９４号

緒川（国長、那賀、小瀬沢、上小瀬、小玉、下小瀬） 国道２９３号→国道２９４号

山方（山方、西野内、諸沢、北富田） 国道１１８号→国道４６１号

家和楽（舟生、家和楽、盛金） 国道１１８号→国道４６１号

檜沢（下檜沢、氷之沢） 常陸太田那須烏山線→国道２９３号→国道２９４号

旭東（上釜、沢尻、荒地、三和、子生、子生第二、玉田、野田） 国道５１号→水戸鉾田佐原線

旭南（常磐第一、常磐第二、勝下新田、冷水、勝下、西勝下、樅山） 国道５１号

旭北（田崎、箕輪東、箕輪西） 下太田鉾田線→鉾田茨城線

旭北（下太田、上太田、和岡、大神） 下太田鉾田線→水戸鉾田佐原線

旭西（下鹿田） 下太田鉾田線→水戸鉾田佐原線

旭西（上鹿田、大沼、飯田、造谷第一、造谷第二、造谷第三） 水戸鉾田佐原線→国道５１号

徳宿（東野） 下太田鉾田線→国道５１号

徳宿（大戸） 鉾田茨城線→鉾田鹿嶋線

舟木（舟木） 鉾田茨城線→鉾田鹿嶋線

大和田（大川、菅野谷） 茨城鹿島線

川根（南川又、南栗崎、野曽、駒渡、蕎麦原、越安） 大洗友部線→茨城鹿島線

川根（奥谷） 茨城鹿島線

川根（下土師、下飯沼、上飯沼、飯沼、木部、小幡（五里峰）） 茨城岩間線→茨城鹿島線

大戸（近藤、桜の郷、常井、馬渡、大戸） 内原塩崎線→国道６号→茨城鹿島線

長岡（前田、小鶴） 国道６号→茨城鹿島線

長岡（谷田部） 長岡大洗線→水戸神栖線

長岡（長岡） 内原塩崎線→水戸神栖線

長岡（長岡（矢頭）） 水戸神栖線

石崎（上石崎） 水戸神栖線

石崎（若宮） 内原塩崎線→水戸神栖線

石崎（中石崎） 中石崎水戸線→水戸神栖線

石崎（下石崎） 長岡大洗線→水戸神栖線

沼前（網掛、宮ケ崎、駒場、神宮） 大洗友部線→水戸神栖線

沼前（海老沢、城之内） 水戸神栖線

沼前（神谷、南島田、小堤） 茨城鹿島線

上野谷（鳥羽田、秋葉、上雨ケ谷、下雨ケ谷、生井沢） 茨城鹿島線

上野谷（小幡（五里峰以外）、下座） 宮ケ崎小幡線→茨城鹿島線

常陸大宮市

鉾田市、鹿嶋市

茨城町
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栃木県大田原市、矢板市、那須塩原市、さく
ら市、那須烏山市、那須町、那珂川町

潮来市、神栖市

鉾田市



避難元市町村 地区名 主な幹線道路 避難先市町村

磯浜町（港中央を含む）、東光台、和銅 水戸鉾田佐原線→国道５１号

祝町（松ヶ丘、二葉、二葉緑を含む）、磯道、五反田 水戸鉾田佐原線→国道５１号

桜道 長岡大洗線→国道５１号

大貫町 水戸鉾田佐原線、長岡大洗線→国道５１号

成田町 国道５1号

神山町 国道５１号

石塚（石塚、那珂西、上泉） 国道１２３号

小松（増井） 石岡城里線→国道１２３号

青山（上青山、春園、小坂） 日立笠間線→国道１２３号

青山（下青山） 石岡城里線→国道１２３号

古内（上古内、下古内）、小松（磯野、上入野）、青山（勝見沢） 水戸茂木線→国道１２３号

圷（上圷、下圷、粟） 国道１２３号

北方（北方、高久） 阿波山徳蔵線→国道１２３号

岩船（錫高野、孫根、岩船、高根台） 国道１２３号

沢山（高根、阿波山、下阿野沢、上阿野沢、御前山） 国道１２３号

七会（小勝、大網） 水戸茂木線→国道１２３号

七会（塩子） 水戸茂木線→国道１２３号

大子町 盛金、北冨田 諸沢西金停車場線→国道１１８号 大子町

15

栃木県益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高
根沢町

大洗町 千葉県銚子市、旭市、匝瑳市、
香取市、多古町、東庄町

城里町
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４ ．防護措置 

 

県及び市町村は、住民等が速やかにＵＰＺの区域外に避難できるよう、防護措置

を実施するものとする。 

 

(1) 事故等の発生から放射性物質放出までの防護措置 

 

原子力施設の緊急事態区分（警戒事態、施設敷地緊急事態、全面緊急事態）に

応じた防護措置を段階的に実施するものとする。 

 

① ＰＡＺ内 
 

・ 施設敷地緊急事態要避難者については、警戒事態の段階において避難準備

を開始し、施設敷地緊急事態の段階において避難を開始するものとする。 

 

・ 住民等については、施設敷地緊急事態の段階において避難準備を開始し、

全面緊急事態の段階において避難を開始するものとする。 

 

② ＵＰＺ内 
 
・ 要配慮者については、施設敷地緊急事態の段階において屋内退避の準備を

開始し、全面緊急事態の段階において屋内退避を開始するとともに避難先及

び輸送手段を確保するなど避難準備を開始するものとする。 

 

・ 住民等については、施設敷地緊急事態の段階において屋内退避の準備を開

始し、全面緊急事態の段階において屋内退避を開始する。 

 
【 緊急事態区分に応じた防護措置のフロー 】 
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※１ 施設敷地緊急事態要避難者とは、ＰＡＺ内の住民等であって、施設敷地緊急事態

の段階で避難等の予防的防護措置を実施すべき者として次に掲げる者をいう。 
イ  要配慮者（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第８条第２項第１

５号に規定する要配慮者をいう。以下同じ。）（ロ又はハに該当する者を除く。）

のうち、避難の実施に通常以上の時間がかかるもの 
      ロ  妊婦、授乳婦、乳幼児及び乳幼児とともに避難する必要のある者 

ハ  安定ヨウ素剤を服用できないと医師が判断した者 
 
 
【緊急事態区分及びその判断基準となるＥＡＬ※２】 

 
※２ ＥＡＬ（Emergency Action Level：緊急時活動レベル） 

緊急事態区分（警戒事態、施設敷地緊急事態、全面緊急事態）に該当する状況で

あるか否かを原子力事業者が判断するための基準 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

緊急事態区分 判断基準となるＥＡＬの例 

警戒事態 
・原子力事業所所在市町村において震度６弱以上の地震が発生した場合 
・原子炉運転中に原子炉への全ての給水機能が喪失 
・原子炉停止中に原子炉容器内の水位が水位低設定値まで低下 

施設敷地緊急事態 
・原子炉冷却材が漏えいした場合の原子炉への注水不能 
・給水機能が喪失した場合の高圧注水系の非常用炉心冷却装置の不作動 
・全ての交流電源喪失（３０分以上継続） 

全面緊急事態 
・原子炉の非常停止が必要な場合において原子炉を停止する全ての機能が喪失 
・全ての非常用炉心冷却装置による当該原子炉への注水不能 
・全ての非常用直流電源喪失（５分以上継続） 
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(2) 放射性物質放出後の防護措置 

 

ＵＰＺ内では、緊急時モニタリングによる空間放射線量率等の測定結果をＯＩ

Ｌの基準に照らし、下表のとおり必要な防護措置を実施するものとする。 

 

基準の種類 空間放射線量率等 必要な防護措置 

ＯＩＬ１ 
500μSv/ｈ 

 (地上1ｍで計測した場合の 
空間放射線量率) 

  数時間内を目途に区域を特定し、避難

等を実施（移動が困難な者の一時屋内退

避を含む。） 

ＯＩＬ２ 
20μSv/ｈ 

（地上1ｍで計測した場合の 
空間放射線量率） 

  １日以内を目途に区域を特定し、地域

生産物の摂取を制限するとともに１週

間程度内に一時移転を実施 

ＯＩＬ４ 
β線：40,000ｃｐｍ 

（皮膚から数㎝での検出器の 
計数率） 

  避難基準に基づいて避難した避難者

等を避難退域時検査を実施して、基準を

超える際は迅速に除染 

 

【 ＯＩＬに応じた防護措置のフロー 】 
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５ ．避難等を適切かつ円滑に進めるための取組 

 

県及び市町村は、避難の対象地域の住民はもとより、避難の受入先となる地域の

住民に対して、平素から次の項目の普及・啓発に努め、住民の避難等が適切かつ円

滑に進むよう努めるものとする。 

 

ア．避難対象地域の住民に対する項目 

 

・ 地区ごとの避難先、一時集合所、避難経路、避難退域時検査実施場所 

 

・ 避難手段、避難や屋内退避を行う時期や方法  

 

・ 安定ヨウ素剤の正しい服用方法 

 

・ 避難所での生活方法、携行すべき物品 

 

・ 原子力災害時の情報入手の方法、問い合わせ窓口 

 

・ 放射線に関する正しい知識 など 

 

イ．避難受入先の住民に対する項目 

 

・ 受入れの対象となる避難元地域、避難所の場所、避難経路、避難退域時検

査実施場所 

 

・ 放射線に関する正しい知識 など 
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第３ 住民の避難等に係る広報 

 
１ ．広報の基本方針 

 

(1) 国、県、市町村等の連携 

 

事故発生時の住民の混乱を防止するため、住民への情報提供、勧告、指示の伝

達、報道機関への情報提供に関し、国、県、市町村、防災関係機関及び事故発生

事業者は密接に連携し迅速に広報を行うものとする。 

 

(2) 広報媒体の効果的活用 

 

災害や防災に関する情報提供は、防災行政無線、広報車、テレビ・ラジオ、緊

急速報メール、ホームページ、ＳＮＳ等を効果的に活用するものとする。 

 

(3) 定期的な情報提供 

 

情報の空白期間が生じることによる流言飛語や様々な混乱の発生等を防止す

るため、特段の状況変化がなくても、繰り返し定期的に情報提供を行うものとす

る。 

 

(4) わかりやすい広報 

 

情報提供に際しては、情報の発信元を明確にし、わかりやすい広報を心がける

とともに、視聴覚障害者や外国人等にも配慮し、報道機関等の協力を得て、テレ

ビやラジオ等における字幕や文字放送、外国語による放送等を活用するものとす

る。 

 

２ ．事故の各段階に応じた広報 

 

(1) 事故等の発生から全面緊急事態までの広報 

 

県及び市町村は、正確な事故情報を迅速に提供するとともに、冷静な行動を呼

びかけるものとする。 

 

(2) 放射性物質放出後の広報 

 

県及び市町村は、避難や屋内退避等の対象となる地域名を重点的に広報すると

ともに、避難退域時検査実施場所、安定ヨウ素剤の配布場所等の情報を提供する

ものとする。 
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第４ 住民等の避難 

 

１ ．一般住民の避難 

 

(1) 避難の方法 

 

① ＰＡＺ内 
 

避難の指示があったときに所在している場所からの避難を原則とする。ただ

し、避難準備のために自宅に戻ることは妨げないものとする。 

 

・ 自 宅 

自家用車等による直接避難を原則とし、自家用車を持たないあるいは使用

しない住民は、小学校区単位等に設けた一時集合所へ移動したのち、バス等

による避難 

 

・ 学校等 

児童、生徒等が学校にいる場合はバス等による避難 
なお、学校等の施設管理者は、児童・生徒等の保護者への引き渡し方法に

ついて、あらかじめ定めておくものとする。 

 

・ 職場等 

自家用車等による直接避難を原則とし、自家用車を持たないあるいは使用

しない住民は、小学校区単位等に設けた一時集合所へ移動したのち、バス等

による避難 

 

 

【 避難のフロー 】 

 

自 宅 

徒歩等 

           
一時集合所 

バス、自衛隊車両等 

避 難 所 
自家用車 

 

学校等 

 
バス、自衛隊車両等     

避 難 所 

 

職場等 

徒歩等 

           
一時集合所 

バス、自衛隊車両等 

避 難 所 
自家用車 
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② ＵＰＺ内 
 

・ 屋内退避の指示が発せられた段階では、帰宅することを原則とする。 

また、自宅のある地域が既に避難の対象となるなど、学校、職場等からの

帰宅が困難な場合には、滞在している場所に屋内退避するものとする。 

 

・ 避難、一時移転等の指示が発せられた場合には、自家用車等による避難を

開始するものとする。 

 

・ 自家用車を持たないあるいは使用しない住民は、小学校区単位等に設けた

一時集合所へ移動したのち、バス等により避難するものとする。 

 

・ 避難した住民に放射性物質が付着しているかどうかを検査し、移動に問題

がないことを確認するため、避難退域時検査を実施するものとする。 

 

 

【 避難のフロー 】 

 
○ 原則 

 

 
徒歩等 

          
一時集合所 

バス等 
避難退域

時検査場

所 

バス等 

避 難 所 
自家用車 自家用車 

        （屋内退避） 

 

○ 帰宅が困難な場合 

 

学校等 

 
 

学校等 

 
バス等 

避難退域

時検査場

所 

 
バス等 

避 難 所 

        （屋内退避） 

 

職場等 

 
 

 
職場等 

自家用車 

 

バス等 

避難退域

時検査場

所 

自家用車 

 

バス等 
避 難 所 

        （屋内退避） 

 

 

 

職場等 

学校等 

自 宅 
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(2) 避難手段 

 

避難手段については、自家用車を基本とする。また、自家用車を持たないある

いは使用しない住民の避難手段については、公的機関が手配したバス、福祉車両、

自衛隊車両等を充てるほか、鉄道、フェリーなどあらゆる手段を検討するものと

する。 

 
２ ．要配慮者の避難 

 

(1) 避難の方法 

 

① ＰＡＺ内  
 
施設敷地緊急事態要避難者は、警戒事態の段階において避難準備を開始し、

施設敷地緊急事態の段階において避難を開始するものとする。なお、事態の進

展等により避難より屋内退避が優先される場合は、屋内退避を実施するものと

する。 

・ 社会福祉施設等入所者 

社会福祉施設等の管理者は、県及び避難元市町村と連携しつつ、あらかじ

め定めた社会福祉施設等に受入れを要請し、準備が整い次第、入所者は社会

福祉施設等へ避難 

・ 病院等入院患者 

病院等医療機関の管理者は、県及び避難元市町村と連携しつつ、あらかじ

め定めた病院等に受入れを要請し、準備が整い次第、入院患者は病院等へ避

難 

・ 在宅の避難行動要支援者※１ 

避難支援等関係者の協力を得て、あらかじめ定められた個別計画等に基づ

き一般の避難所へ避難し、必要に応じて福祉避難所へ避難 

※１ 要配慮者のうち、自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避

難の確保を図るため特に支援を要する者 

 

【 避難のフロー 】 

 

社会福

祉施設 

 
バス、福祉車両、自衛隊車両、ヘリ等 

社会福祉施設 

福祉避難所 

 

病 院 

 
福祉車両、バス、救急車、自衛隊車両、ヘリ等 

病 院 
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車両 

在宅の 

避難行

動要支

援者 

徒歩等 

          
一時集合所 

福祉車両、バス、自衛隊車両、ヘリ等 
避 難 所 
及び 

福祉避難所 
自家用車、福祉車両、バス、自衛隊車両、ヘリ等 

 
 

 

※２ 消防機関、県警察、民生委員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避

難支援等の実施に携わる関係者 
 

② ＵＰＺ内 
 
避難、一時移転等の指示が発せられた場合には、次のとおり避難を開始する 

ものとする。 

・ 社会福祉施設等入所者 

社会福祉施設等の管理者は、県及び避難元市町村と連携しつつ、あらかじ

め定めた社会福祉施設等に受入れを要請し、準備が整い次第入所者を社会福

祉施設等へ避難 

・ 病院等入院患者 

病院等医療機関の管理者は、あらかじめ定めた病院等に受入れを要請し、

準備が整い次第入院患者を病院等へ避難 

・ 在宅の避難行動要支援者 

避難支援等関係者の協力を得て、あらかじめ定められた個別計画等に基づ

き一般の避難所へ避難し、必要に応じて福祉避難所へ避難 

 

 

【 避難のフロー 】 

 

社会福

祉施設 

バス、福祉車両、 
自衛隊車両、ヘリ等 

避 難 退 

域 時 検 

査場所 

バス、福祉車両、 
自衛隊車両、ヘリ等 

社会福祉施設 

福祉避難所 

 

 

病 院 

福祉車両、バス、救急車、 
自衛隊車両、ヘリ等 

避 難 退

域 時 検

査場所 

福祉車両、バス、 

救急車、自衛隊車両、 

ヘリ等 

  

病 院 

 

避難支援等関係者※２ 

がサポート 
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車両        福祉車両、バス、       福祉車両、バス、 

在宅の 
避難行
動要支
援者 

徒歩等 
          

一時 
集合所 

自衛隊車両、ヘリ等 

避難退

域時検

査場所 

自衛隊車両、ヘリ等 

避 難 所 
及び 

福祉避難所 

 
自家用車、福祉車両、 
バス、自衛隊車両、ヘリ等 

自家用車、福祉車両、 
バス、自衛隊車両、 
ヘリ等 

 
 

 
 
(2) 避難手段 

ア．社会福祉施設、病院等は、あらかじめバスや福祉車両等の避難手段を確保し
ておくものとする。 

イ．県及び市町村は、国や関係機関の協力を得て、社会福祉施設等の輸送手段の
確保に協力するものとする。 

ウ．県は、自主防災組織、ボランティア等の協力に加え、警察、自衛隊、海上保
安庁、運輸事業者等とあらかじめ協議し、要配慮者の避難手段確保の手順、体
制を整えるものとする。 

エ．市町村は、あらかじめ登録されている在宅の避難行動要支援者の避難支援を、
避難支援等関係者の協力を得て行うものとする。 

 

３ ．一時滞在者（観光客等）の避難 

(1) 帰宅勧告 

県及び市町村は、観光客等一時滞在者に対して、施設敷地緊急事態の段階で帰
宅することを勧告し、報道機関や観光関連団体等を通じて、適切に情報提供を行
うものとする。 

(2) 帰宅できない場合の対応 

避難が指示された段階で帰宅等できない場合は、最寄りの一時集合所から住民
とともにバス等により避難を行うものとする。 

 

４ ．外国人への配慮 

(1) 情報提供 

県及び市町村は、東海第二発電所の事故の状況、避難・屋内退避指示情報等が
正確に伝わるよう、報道機関、語学ボランティアの協力を得て、テレビ、ラジオ、
ホームページ等を活用し、適切に情報提供を行うものとする。 

(2) 相談窓口 

外国人からの問い合わせ等に対応するため、県は関係機関と連携して相談窓口
を設置し総合的な相談に応じるものとする。 

避難支援等関係者 

がサポート 



26 

 
第５ 複合災害への当面の対応 

 

(1) 避難先が被災した場合の対応 

 

ア．県及び市町村は、避難先の被災状況及び避難の受入れが可能かどうかの確認

を早急に行うものとする。 

 

イ．県及び市町村は、避難先地域が被災し避難の受入れが困難となった場合には、

国や関係自治体と協議し一時的な避難先の確保に努めるものとする。 

 

ウ．避難先地域が被災した場合において、早期に第２の避難先を確保するため、

県及び市町村は国に支援を要請するものとする。 

 

(2) 被災した道路情報等の提供 

 
県及び市町村は、大規模地震等により被災し通行不能となった道路等の情報に

ついて、迅速に提供するものとする。 
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第６ 安定ヨウ素剤の配布・服用及び避難退域時検査の実施 

１ ．安定ヨウ素剤の配布・服用 

(1) ＰＡＺ内 

ア．施設敷地緊急事態の時点において、安定ヨウ素剤が事前に配布された住民に
対し、防災無線や広報車等を用いて安定ヨウ素剤を手元に置くように指示する
ものとする。 

イ．安定ヨウ素剤の服用不適切者や３歳未満の乳幼児（乳幼児に同伴する保護者
を含む。）、丸剤の服用が困難な者は、安定ヨウ素剤を服用せず、施設敷地緊
急事態で避難するものとする。 

ウ．全面緊急事態に至った時点で、県は避難対象区域を含む市町村と連携し、国
の原子力災害対策本部の指示に基づき、又は独自の判断により、直ちに安定ヨ
ウ素剤の服用を指示するものとする。 

エ．事前配布した安定ヨウ素剤を紛失している、外出中で安定ヨウ素剤を備蓄し
ている施設が近隣にない等、身近に安定ヨウ素剤がない住民や一時滞在者につ
いては、避難の際に市町村から追加配布される安定ヨウ素剤を服用し避難する
ものとする。 

(2) ＵＰＺ内 

ア．県は、避難対象区域を含む市町村と連携し、国の原子力災害対策本部の指示
に基づき、又は独自の判断により、原則として医師の関与の下で、安定ヨウ素
剤を配布するとともに服用を指示するものとする。 

イ．安定ヨウ素剤の配布については、複数の受け渡し窓口を設けるなど、避難・ 
服用自体を遅延させない工夫や、被ばくを避けるための方策を講じるものとす
る。 

ウ．避難が指示された段階で帰宅等できない一時滞在者は、最寄りの一時集合所
から住民とともに避難する際に、備蓄されている安定ヨウ素剤を服用するもの
とする。 

 

２ ．避難退域時検査の実施 

ア．避難退域時検査は、避難者や他の者及び環境に対して影響を及ぼすほどの放
射性物質の付着（汚染）がないことを確認するために行うものとする。 

イ．県は、国、指定公共機関、原子力事業者等と連携協力し、国が定める手順に
従い住民等の避難退域時検査及び除染を行うものとする。 

ウ．避難退域時検査の対象は、避難指示を受けた住民（ただし、放射性物質が事
業所外に放出される前に避難退域時検査実施場所を通過する住民を除く。）及
びその携行物品等とする。 

エ．避難退域時検査実施場所については、避難指示を受けた住民が避難所まで移
動する経路に面する原子力災害対策重点区域の境界周辺を基本にあらかじめ
選定するものとする。 

オ．避難退域時検査を実施するに当たっては、避難退域時検査実施場所を通過す
る車両の台数やモニタリングデータ等を踏まえ効率的に行うものとする。 
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第７ 避難所の開設と運営等 

(1) 開設と運営 
 

ア．避難開始当初においては、避難元市町村は、住民の送り出しに全力をあげな
ければならないため、避難所の開設、避難者の受入業務については、避難先市
町村が行うものとする。 

また、県有施設での避難者の受入れは、県が主体的に行うことを基本とする。 
 

イ．避難元市町村は、できるだけ早期に職員を避難所に派遣し、避難先市町村か
ら避難所の運営の移管を完了させるものとする。 

また、避難所の運営については、避難者及びボランティア等の協力を得て行
うことができるものとする。 

 
ウ．避難所の運営については、食事の提供、医療体制、情報の提供、教育環境、
安全の確保等に留意するとともに、相談窓口を設置するなど適切な対応に努め
るものとする。 

 
 

エ．避難所の施設管理は、避難所の運営体制にかかわらず、施設管理者が引き続
き行うものとする。 

 
オ．避難者が避難所の受入れ人数を超えるなど、避難所の運営に支障が生じる又
はそのおそれがある場合は、県と避難元及び避難先市町村は、協議・調整の上、
他の避難所を確保するものとする。 

 
カ．福祉避難所の設置が必要な場合には、避難元市町村と避難先市町村が連携・
協力して福祉避難所を開設するものとする。 

(2) 避難物資の確保 
 
ア．県及び避難元市町村は、避難に際して必要となる食糧や毛布等について、県
及び避難元市町村が備蓄する物資を活用するほか、必要に応じ国や関係事業
者、避難先自治体等に要請し、迅速に確保するものとする。 

 
イ．関係機関や他地域等からの食糧や資機材等の支援が迅速かつ円滑に受けられ
るよう、国と連携しながら早期に体制を整えるものとする。 

 
(3) 避難者名簿の作成 

 
避難元市町村は、避難所ごとに避難者名簿を家族単位で作成するものとする。 

 
(4) 避難が長期化した場合の対応 

 
ア．避難が長期化する場合に備え、県は、国及び避難元市町村と連携し、避難者
がホテルや旅館等へ移動できるようあらかじめ体制を整備するものとする。 

 
イ．県、国及び避難元市町村等は、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、賃貸
住宅等の活用及びあっせんにより、避難所の早期解消に努めるものとする。 
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(5) 避難所における要配慮者の支援 

 

ア．社会福祉施設入所者及び病院等入院患者については各施設職員が、在宅の避

難行動要支援者については家族が、中心となって支援を行うものとする。 

 

イ．県及び避難元市町村は、支援要員の不足が生じ、又はそのおそれがある場合

は、国や避難先自治体等に要請し、医療、福祉関係者やボランティア等の応援

要員を迅速に確保するものとする。 

 
(6) 行政窓口の設置 

 
避難元市町村は、避難先における行政サービスを提供するための行政窓口を避

難先市町村内に設置するものとする。 
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第８ 避難状況の確認 

 

(1) 住民避難の確認 

 

ア．避難する住民は避難する際に避難済であることを、また避難することが困難

な住民は支援が必要であることを示す目印を玄関等に表示するものとする。 

         
イ．避難元市町村は、県と連携し、警察、消防団、自主防災組織等の協力を得て

住民が避難済みであること等の確認を行い、当該市町村の災害対策本部等で把

握しておくものとする。 

 

(2) 避難者の所在確認 

 
避難元市町村は、避難者の所在について、避難所に避難した住民については、

避難者名簿により、避難所以外に避難した住民については、警察や消防のほか避

難した住民からの情報等をもとに確認するものとする。その際、個人情報の取扱

いには十分配慮するものとする。 
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第９  今後の課題 
 

広域避難計画の実効性を高めるため、引き続き以下の事項について検討を進め、

その結果を本計画に順次反映させていくものとする。 

 

ア．県外の避難先の確保 
 

イ．避難退域時検査体制 
・避難退域時検査を実施する要員の確保、資機材の調達、実施場所の確保等 

 
ウ．安定ヨウ素剤の配布体制 
・緊急時における効率的な配布方法 

・乳幼児が服用できる安定ヨウ素剤の確保 

 

エ．複合災害への対応 
・複合災害時における第２の避難先の確保 
・道路等の被災状況を住民へ情報提供する手段 

・モニタリング機能の維持 
・災害対策本部機能の維持 
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